
地
域
再
生
法
に
規
定
す
る
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
及
び
不
均
一
課
税
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
四
年
六
月
二
十
七
日 

広
島
県
知
事 

湯

﨑

英

彦

広
島
県
規
則
第
四
十
八
号 

地
域
再
生
法
に
規
定
す
る
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
及
び
不
均
一 

課
税
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

地
域
再
生
法
に
規
定
す
る
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
及
び
不
均
一
課
税
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
広
島
県
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 



改 正 後 改 正 前 

  
別記様式第１号（第３条関係） 

（略） 

地方活力向上地域における県税の 
課税免除 

申請書 
不均一課税 

（略） 

（略） 

中小事業者，中小企業者又は中
小通算法人の判定 

（略） 

（略） 

(注) １ （略） 
   ２ 「中小事業者，中小企業者又は中小通算法人の判定」欄に

は，租税特別措置法第10条第８項第６号に規定する中小事業
者，同法第42条の４第19項第７号に規定する中小企業者及び
法人税法第66条第６項に規定する中小通算法人である場合は
「該当する」を，それ以外の法人の場合は「該当しない」を
○で囲んでください（所得税法等の一部を改正する法律（令
和２年法律第８号）による改正前の租税特別措置法第68条の
９第８項第６号に規定する中小連結法人である場合は「該当
する」を〇で囲んでください。）。 

   ３ （略） 
備考 （略） 

 

別記様式第１号（第３条関係） 

（略） 

地方活力向上地域における県税の 
課税免除 

申請書 
不均一課税 

（略） 

（略） 

中小事業者，中小企業者又は中
小連結法人の判定 

（略） 

（略） 

(注) １ （略） 
   ２ 「中小事業者，中小企業者又は中小連結法人の判定」欄に

は，租税特別措置法第10条第８項第６号に規定する中小事業
者，同法第42条の４第８項第７号に規定する中小企業者及び
同法第68条の９第８項第６号に規定する中小連結法人である
場合は「該当する」を，それ以外の法人の場合は「該当しな
い」を○で囲んでください。 

 
 
 
   ３ （略） 
備考 （略） 

 

  



 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


